
柳総第  １９６  号 

令和８年２月２４日 

市議会議員 様 

柳井市長  井 原 健太郎 

 

市議会定例会の招集について 

このことについて、別紙告示写しのとおり招集したので通知します。 

現在までに提出を予定している事件は、下記のとおりであります。 

記 

議案第 １ 号  柳井市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて 

議案第 ２ 号  柳井市行政手続条例の一部改正について 

議案第 ３ 号  柳井市職員退職手当支給条例の一部改正について 

議案第 ４ 号  柳井市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案第 ５ 号  柳井市火入れに関する条例の一部改正について 

議案第 ６ 号  柳井市営住宅条例の一部改正について 

議案第 ７ 号  辺地に係る総合整備計画の変更について 

議案第 ８ 号  柳井市過疎地域持続的発展計画の策定について 

議案第 ９ 号  工事請負変更契約の締結について 

議案第１０号  財産の取得について 

議案第１１号  令和８年度柳井市一般会計予算 

議案第１２号  令和８年度柳井市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第１３号  令和８年度柳井市市有林野区事業特別会計予算 

議案第１４号  令和８年度柳井市介護保険事業特別会計予算 

議案第１５号  令和８年度柳井市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第１６号  令和８年度柳井市下水道事業会計予算 

議案第１７号  令和７年度柳井市一般会計補正予算（第８号） 

議案第１８号  令和７年度柳井市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第１９号  令和７年度柳井市市有林野区事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第２０号  令和７年度柳井市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第２１号  令和７年度柳井市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第２２号  令和７年度柳井市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

承認第 １ 号  専決処分の承認を求めることについて 
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承認第 ２ 号  専決処分の承認を求めることについて 

 

同意第 ２ 号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第 ３ 号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第 ４ 号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第 ５ 号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第 ６ 号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

同意第 ７ 号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

報告第 １ 号  平郡航路有限会社の経営状況について 
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柳井市告示第１１号 

令和８年第１回柳井市議会定例会を、次のとおり招集する。 

令和８年２月２４日 

柳井市長  井 原 健太郎 

１ 期 日  令和８年３月９日 

２ 場 所  柳井市議会議場 
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議案第１号 

   柳井市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 

 柳井市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように定めるものと

する。 

  令和８年３月９日提出 

柳井市長  井 原 健太郎  

   柳井市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

  第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

  第２節 運営に関する基準（第４条－第３２条） 

 第３章 雑則（第３３条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。 

）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事 

業（特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園支援をいう。 

以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）の運営の基準に関し、必要な事項を定めるも 

のとする。  

 （一般原則） 

第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者を 

いう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減に 

ついて適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全て 

の子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければな 

らない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学 

校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同 

じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特 

定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市、 

特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設及び法第２９条第 

１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業 
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者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福 

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学 

校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備 

を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所（以下 

「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずる 

よう努めなければならない。 

  第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

   第１節 利用定員に関する基準 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２第１項の確 

認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１６に規定する 

乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者が提供す 

る特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時 

間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

   第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援 

の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園 

支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状 

況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談（映 

像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなけ 

ればならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第１９条に 

規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により当該特定乳児等通園支 

援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重 

要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申 

込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３０条の１５第３項 

に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受けたとき 

は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 
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第６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第 

５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市が行うあっせん及び要請に対 

し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援 

の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園 

支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第３０条の１５第３項に規定する 

乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年 

内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げる事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この条において 

「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、 

当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助 

を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援 

給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、 

他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保 

育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の把握に努めなけ 

ればならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される 

法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保 

育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教 

育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、 

時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項（法第３０ 

条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支払う特定乳児等通園支 

援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業 

者が受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保 

護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２ 
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０第３項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提供 

に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められ 

る対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳 

児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援 

給付認定保護者から受けることができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援にお 

いて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付認定 

保護者から受けることができる。 

（１）日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用 

（２）特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

（３）食事の提供に要する費用 

（４）特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

（５）前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用 

のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、 

乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額を 

支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければならな 

い。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、 

当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について 

書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書 

による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による金銭の支払に係る同意につ 

いては、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児 

等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給 

付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用の 

額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額そ 

の他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定 

保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２ 
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３年厚生省令第６３号）第３５条の規定により保育所における保育の内容について内閣総理 

大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象 

小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を 

適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を 

行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、 

常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心 

身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等 

支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他 

の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っている 

ときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに 

当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じ 

なければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認 

定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付 

費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知し 

なければならない。 

（運営規程） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 

規程（第２２条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

（１）特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

（２）その提供する特定乳児等通園支援の内容 

（３）職員の職種、員数及び職務の内容 

（４）特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

（５）第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を 

求める理由及びその額 
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（６）第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

（７）特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての 

留意事項 

（８）緊急時等における対応方法 

（９）非常災害対策 

（10）虐待の防止のための措置に関する事項 

（11）その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳児 

等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体 

制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園支 

援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定乳児 

等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のために、 

その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利 

用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営 

規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払 

を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資す 

ると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（

公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うこ

とをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければな

らない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、 

社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の防止） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉 

法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有 

害な影響を与える行為をしてはならない。 
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（秘密保持等） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知 

り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な理 

由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすこと 

がないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、 

地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子どもに 

関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る 

乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようとす 

る乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切 

に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園 

支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合に 

おいて、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規定する事業 

をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援事業 

者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者をいう。 

次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。 

次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対 

して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利 

益を供与してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業者 

若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家 

族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支 

援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子どもの 

家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅速か 

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じな 

ければならない。 
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２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その他 

の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付 

認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第３０条の１ 

３において準用する法第１４条第１項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他の 

物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事 

業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等 

からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、 

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に 

報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な 

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号 

に定める措置を講じなければならない。 

（１）事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止 

のための指針を整備すること。 

（２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告 

され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。 

（３）事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の 

提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族等 

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記 

録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の 

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の会 

計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 
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第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に 

関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の 

提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（１）第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

（２）第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

（３）第１８条の規定による市への通知に係る記録 

（４）第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５）第３０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

  第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、 

この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他 

文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を 

いう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているものについては、当該 

書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に 

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理 

の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、 

当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代え 

て、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に 

記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定乳 

児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電 

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。 

）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ 

の条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、 

当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

 ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使 

用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電 

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

 イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され 

た記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支 

援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者 
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のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又 

は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電 

子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

（２）電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに記 

載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力すること 

により文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするときは、 

あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲 

げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならな 

い。 

（１）第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

（２）ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定保護 

者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったとき 

は、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法 

によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規定による 

承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準 

用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記 

載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同 

意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とある 

のは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た 

」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは

「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得 

る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項 

中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項を提供しよう」 

とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする 

」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項各号」と、 

前項中「前項」とあるのは「第６項において準用する前項」と、「提供を受けない」とある

のは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の

規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

  附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２号 

柳井市行政手続条例の一部改正について 

柳井市行政手続条例の一部を次のように改正するものとする。 

令和８年３月９日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 

柳井市行政手続条例の一部を改正する条例 

柳井市行政手続条例（平成１７年柳井市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５号及び第４条中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

第１３条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同項第１号イ中「はく奪」を「剝奪」

に改め、同条第２項第５号中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

第１４条第１項及び第２項中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

第１５条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あて人」を「名宛人

」に、「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲

げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示

すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３号

及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつで

もその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則で定める方法に

より不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書

面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算

機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行

うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、

当該通知がその者に到達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」の次に「及び第４項」を、「同条第３項」の次に「及

び第４項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「「当事者又は参加人」と、」の次に

「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」を

「、当該措置を開始した」に改める。 

第２５条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。 

第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

第２９条前段中「及び」の次に「第４項並びに」を加え、同条中「「同項第３号及び第４号

」」を「同条第４項中「第１項第３号及び第４号」」に、「同条第３号」を「第２８条第３号

」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」を「第１５条第

４項後段」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の柳井市行政手続条例（以下この項において「新条例」という。）

第１５条第３項及び第４項（これらの規定を新条例第２２条第３項（新条例第２５条後段に

おいて準用する場合を含む。）及び第２９条において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、

なお従前の例による。 
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議案第３号 

   柳井市職員退職手当支給条例の一部改正について 

 柳井市職員退職手当支給条例の一部を次のように改正するものとする。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎  

   柳井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 柳井市職員退職手当支給条例（平成１７年柳井市条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条の３第１項を削り、同条第２項を同条とする。 

 附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４号 

   柳井市国民健康保険税条例の一部改正について 

 柳井市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

   柳井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 柳井市国民健康保険税条例（平成１７年柳井市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「（以下この条にお

いて「介護納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付

金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

（４）子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・

子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保

険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第３項中「その世帯に属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を

加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。

）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均

等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（

昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８

歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算し

た額とする。 

 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

 第５条第１号中「第７条の２」の次に「、第９条の６」を加える。 

 第９条の２の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第９条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．３３を

乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，４３０円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等割

額） 
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第９条の５ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１人につい

て１００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

（１）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９１０円 

（２）特定世帯 ４５５円 

（３）特定継続世帯 ６８２円 

 附則第１０項、第１１項及び第１３項から第１６項までの規定中「第８条」の次に「、第９

条の３」を加える。 

 附則第１７項及び第１８項中「第６条、第８条」の次に「、第９条の３」を加える。 

附則第１９項及び第２０項中「第８条」の次に「、第９条の３」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の柳井市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 
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議案第５号 

   柳井市火入れに関する条例の一部改正について 

 柳井市火入れに関する条例の一部を次のように改正するものとする。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

   柳井市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

柳井市火入れに関する条例（平成１７年柳井市条例第１１６号）の一部を次のように改正す

る。 

第１４条第１項及び第２項中「乾燥注意報」の次に「、林野火災注意報、林野火災警報」を

加え、「発令された」を「発せられた」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６号 

柳井市営住宅条例の一部改正について 

柳井市営住宅条例の一部を次のように改正するものとする。 

令和８年３月９日提出 

柳井市長  井 原 健太郎  

柳井市営住宅条例の一部を改正する条例 

柳井市営住宅条例（平成１７年柳井市条例第１２４号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

柳井市営国清住宅 柳井市柳井 4260番地 1 昭和 39 準耐火構造平家建て 12 を 

                                        」 

「 

柳井市営国清住宅 柳井市柳井 4260番地 1 昭和 39 準耐火構造平家建て 8 に、 

                                        」 

「 

柳井市営国清住宅 柳井市柳井 4260番地 1 昭和 40 準耐火構造平家建て 28 を 

                                        」 

「 

柳井市営国清住宅 柳井市柳井 4260番地 1 昭和 40 準耐火構造平家建て 24 に 

                                        」 

改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第７号 

   辺地に係る総合整備計画の変更について 

 平郡東辺地及び平郡西辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８

８号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 
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議案第９号 

工事請負変更契約の締結について 

令和７年９月議会の議決を経て締結した伊陸小学校屋内運動場改築工事請負契約の一部を下

記のとおり変更する契約の締結について、柳井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１７年柳井市条例第５０号）第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

令和８年３月９日提出 

柳井市長  井 原 健太郎  

記 

契約金額「２５１，９００，０００円」を「２７０，７７６，０００円」とする。 
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（参 考） 

  工事名  伊陸小学校屋内運動場改築工事 

  工 期  自 令和７年９月２４日 

       至 令和８年６月３０日 
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議案第１０号 

   財産の取得について 

 下記のとおり財産を取得することについて、柳井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１７年柳井市条例第５０号）第３条の規定により、議会の議決

を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

記 

１ 取得する土地の所在、地目、面積及び取得価格 

記号 所在地 地目 面積（㎡） 取得価格（円） 

ア 柳井市伊保庄３４８７番１ 学校用地 1,330 14,111,300 

イ 柳井市伊保庄３４８７番１ 学校用地 511 5,421,710 

ウ 柳井市伊保庄３４８５番１ 学校用地 1,107 11,745,270 

エ 柳井市伊保庄３４８２番１ 学校用地 1,302 13,814,220 

オ 柳井市伊保庄３４８２番２ 学校用地 1,104 11,713,440 

カ 柳井市伊保庄３４８１番 学校用地 1,328 14,090,080 

キ   柳井市伊保庄３４８０番 学校用地 370 3,925,700 

ク 柳井市伊保庄３４７８番６ 学校用地 211 1,405,260 

ケ 柳井市伊保庄３４３１番 学校用地 390 2,597,400 

コ 柳井市伊保庄３４７３番 学校用地 125 832,500 

サ 柳井市伊保庄３４８３番２ 学校用地 1,156 7,698,960 

シ 柳井市伊保庄３４７４番１ 学校用地 2,026 13,493,160 

ス 柳井市伊保庄３４７８番８ 学校用地 164 1,092,240 

セ 柳井市伊保庄３４７８番９ 学校用地 11 116,710 

ソ 柳井市伊保庄３４７２番２ 学校用地 51 541,110 

タ 柳井市伊保庄２８２６番１ 学校用地 1,778 17,246,600 

合計 12,964 119,845,660 

２ 取得の相手方 個人１５名 

３ 取得の目的 伊保庄地区コミュニティ施設整備用地として 

４ 取得の方法 随意契約 
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承認第１号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 令和７年度柳井市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り議会にこれを報告し、承認を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                             柳井市長  井 原 健太郎  
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正
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２
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予
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当
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「
第
１
表
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」
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よ
る
。
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和
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１
月
１
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日
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市
長
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郎
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 正

 後
24

,6
32

15
,7
42

60
3

15
,7
79

1
,
7
2
6

1
,
0
6
5

補
 正

 前
24

,6
32

15
,7
42

60
3

15
,7
79

1
,
7
2
6

1
,
0
6
5

職
員

手
当

比
  

較
0

0
0

0
0

0

の
 内

 訳
 時

間
外
勤
務

 管
理

職
手

当
 管

理
職

員
特

別
 期

末
勤

勉
手

当
 
退
職
手
当

 手
当
等
 (

千
円
)

(千
円

)
 勤

務
手
当
(千

円
)

(千
円

)
(
千
円
)

補
 正

 後
82

,8
74

34
,7
40

1,
75
2

47
5,
62
3

1
9
4
,
6
9
9

補
 正

 前
81

,8
74

34
,7
40

1,
75
2

47
5,
62
3

1
9
4
,
6
9
9

比
  

較
1,

00
0

0
0

0
0

比
  
較

区
  
分

給
  

  
  

  
  
  
  
与

  
  
 
  
  
  
  
 費

備
 
 
 
 
 
考

補
 正

 後

補
 正

 前

区
  

分

区
  

分
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イ
 会

計
年

度
任

用
職
員

職
員
数

共
 
 
済
 
 
費

合
 
 
 
 
 
計

　
  

(人
)

報
酬
（
千
円
）

給
料

（
千

円
）

職
員

手
当

(
千

円
)
　

計
（

千
円

）
　
　
（
千
円
）

　
　
（
千
円
）

(3
44

) 4
35

6,
41

3
36
,7
33

51
,6
36

44
4,
78
2

4
0
,
9
7
9

4
8
5
,
7
6
1

(3
29

) 4
35

4,
88

3
36
,7
33

51
,6
36

44
3,
25
2

4
0
,
9
7
9

4
8
4
,
2
3
1

(1
5) 0

1,
53

0
0

0
1,
53
0

0
1
,
5
3
0

（
　

）
内

は
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

数
を

外
書

き
し

た
も

の

 通
勤
手
当

 特
殊

勤
務

手
当

 
 時

間
外

勤
務

 期
末

勤
勉

手
当

 
退
職
手
当

(千
円
)

(千
円

)
 手

当
等

 (
千

円
)

(千
円

)
(
千
円
)

補
 正

 後
1,

10
0

74
1,
04
9

49
,4
13

補
 正

 前
1,

10
0

74
1,
04
9

49
,4
13

比
  

較
0

0
0

0

職
員

手
当

の
 内

 訳

区
  

分

区
  
分

給
  
  
  
  
  
  
  
与

  
  
  
  
  
  
  
費

備
 
 
 
 
 
考

補
 正

 後

補
 正

 前

比
  
較

-
 
4
5
 
-
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承認第２号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 令和７年度柳井市一般会計補正予算（第７号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り議会にこれを報告し、承認を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                             柳井市長  井 原 健太郎  
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令

和
７

年
度

柳
井
市

一
般

会
計

補
正
予

算
（
第

７
号

）
 

 
令

和
７

年
度

柳
井

市
の
一

般
会

計
補

正
予
算

（
第

７
号

）
は

、
次

に
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補
正

）
 

第
１

条
 

既
定

の
歳

入
歳
出

予
算

の
総

額
に
歳

入
歳
出

そ
れ

ぞ
れ

2
0
,
6
4
8
千

円
を

追
加

し
、

歳
入
歳

出
予
算

の
総

額
を

歳
入
歳

出
そ
れ

ぞ
れ

 

2
0
,
9
0
3
,
8
9
0
千

円
と

す
る
。

 

２
 

歳
入

歳
出

予
算

の
補
正

の
款

項
の

区
分
及

び
当
該

区
分

ご
と

の
金
額

並
び
に

補
正

後
の

歳
入
歳

出
予
算

の
金

額
は

、
「
第

１
表

 
歳

入
歳

出
 

 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

 

 
 

令
和

８
年

１
月

２
２
日

専
決

 

柳
井

市
長

 
 

井
 

原
 
健

太
郎
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歳
　

入
［

単
位

 
 
千

円
］

款
項

1
6
県

支
出

金
1
,
6
0
5
,
5
3
8

2
0
,
6
4
8

1
,
6
2
6
,
1
8
6

 
3
委

託
金

1
3
4
,
8
0
1

2
0
,
6
4
8

1
5
5
,
4
4
9

2
0
,
8
8
3
,
2
4
2

2
0
,
6
4
8

2
0
,
9
0
3
,
8
9
0

歳
　

出
［

単
位

 
 
千

円
］

款
項

 
2
総

務
費

3
,
3
6
0
,
8
8
1

2
0
,
6
4
8

3
,
3
8
1
,
5
2
9

 
4
選

挙
費

1
2
8
,
0
2
2

2
0
,
6
4
8

1
4
8
,
6
7
0

2
0
,
8
8
3
,
2
4
2

2
0
,
6
4
8

2
0
,
9
0
3
,
8
9
0

歳
出

合
計

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

補
正

前
の

額
補

正
額

計

歳
入

合
計

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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１
　

総
　

　
　

括

(
歳

　
　

　
入

)
［

単
位

 
 
千

円
］

款

1
6
県

支
出

金
1
,
6
0
5
,
5
3
8

2
0
,
6
4
8

1
,
6
2
6
,
1
8
6

2
0
,
8
8
3
,
2
4
2

2
0
,
6
4
8

2
0
,
9
0
3
,
8
9
0

歳
　

　
入

　
　

歳
　

　
出

　
　

予
　

　
算

　
　

事
　

　
項

　
　

別
　

　
明

　
　

細
　

　
書

補
正

前
予

算
額

補
正

予
算

額
計

歳
入

合
計

(
歳

　
　

　
出

)
［

単
位

 
 
千

円
］

 
2
総

務
費

3
,
3
6
0
,
8
8
1

2
0
,
6
4
8

3
,
3
8
1
,
5
2
9

2
0
,
6
4
8

2
0
,
8
8
3
,
2
4
2

2
0
,
6
4
8

2
0
,
9
0
3
,
8
9
0

2
0
,
6
4
8

そ
の

他

歳
出

合
計

補
正

前
予

算
額

補
正

予
算

額
計

補
正

予
算

額
の

財
源

内
訳

款
特

定
財

源
一

般
財

源
国

県
支

出
金

地
方

債
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2
　

歳
　

　
入

(
款

)
1
6
 
 
県

支
出

金
(
項

)
 
3
 
 
委

託
金

［
単

位
 
 
千

円
］

節

 
1

1
3
4
,
5
1
3

2
0
,
6
4
8

1
5
5
,
1
6
1
 
3
選

挙
費

委
託

金
2
0
,
6
4
8
山

口
県

議
会

議
員

補
欠

選
挙

委
託

金

計
1
3
4
,
8
0
1

2
0
,
6
4
8

1
5
5
,
4
4
9

説
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

明
 
 

区
　

　
　

分
金

　
　

額

総
務

費
委

託
金

目
補

 
正

 
前

の
 
 
 
 
額

補
正

額
計
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3
　

歳
　

　
出

(
款

)
 
 
2
 
総

務
費

(
項

)
 
 
4
 
選

挙
費

［
単

位
　

千
円

］

補
正

前
の

額
 
 

補
正

前
一

般
説

明
の

額
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

財
源

 
7

0
2
0
,
6
4
8

2
0
,
6
4
8

2
0
,
6
4
8

 
1
報

酬
3
,
0
0
2
選

挙
長

1
3
 

投
票

立
会

人
7
8
2
 

開
票

立
会

人
1
0
1
 

期
日

前
投

票
所

投
票

立
会

人
7
8
5
 

事
務

補
助

員
報

酬
（

会
計

）
1
,
3
2
1
 

 
3
職

員
手

当
1
,
0
0
0
時

間
外

勤
務

手
当

等
等

 
7
報

償
費

6
,
2
3
1
報

償
費

 
8
旅

費
1
6
2
普

通
旅

費
2
7
 

費
用

弁
償

1
1
7
 

費
用

弁
償

（
会

計
）

1
8
 

1
0
需

用
費

1
,
5
2
6
消

耗
品

費
1
,
1
4
3
 

燃
料

費
9
6
 

印
刷

製
本

費
1
8
7
 

修
繕

料
1
0
0
 

1
1
役

務
費

4
,
2
6
7
通

信
運

搬
費

2
,
7
4
8
 

広
告

料
6
6
 

補
　

正
　

額
計

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳
節

目
特

定
財

源

区
 
 
分

金
 
 
額

県
議

会
議

員
補

欠
選

挙
費

(
款

) 
2
 総

務
費

(項
) 
4
 選

挙
費
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［
単

位
　

千
円

］

補
正

前
の

額
 
 

補
正

前
一

般
説

明
の

額
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

財
源

手
数

料
1
,
4
5
3
 

1
2
委

託
料

4
,
0
0
0
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

撤
去

委
託

料

1
3
使

用
料

及
4
6
0
諸

借
上

料
1
2
5
 

び
賃

借
料

高
速

道
路

使
用

料
1
4
 

投
票

所
借

上
料

2
1
 

個
人

演
説

会
借

上
料

3
0
0
 

計
1
2
8
,
0
2
2

2
0
,
6
4
8

1
4
8
,
6
7
0

2
0
,
6
4
8

補
　

正
　

額
計

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳
節

目
特

定
財

源

区
 
 
分

金
 
 
額

47



１
 
 
特

別
職

職
員

数
報

 
　

酬
給

 
　

料
 期

末
手

当
  

(千
円

)
地

域
手

当
寒
冷
地
手
当

そ
の

他
の

計
共

 
済

 
費

合
 
 
 
 
 
計

(
人

)
 
(
千

円
)

 
(
千

円
)
 年

間
支
給
率
(月

分
)

(
千

円
)

(
千

円
)

手
当

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

8
,
6
7
8

 
 
 
 
 
(
4
.
6
5
0
月

分
)

2
2
,
9
8
8

 
 
 
 
 
(
3
.
5
0
0
月

分
)

3
,
4
3
2

 
 
 
 
 
(
4
.
6
5
0
月

分
)

8
,
6
7
8

 
 
 
 
 
(
4
.
6
5
0
月

分
)

2
2
,
9
8
8

 
 
 
 
 
(
3
.
5
0
0
月

分
)

3
,
4
3
2

 
 
 
 
 
(
4
.
6
5
0
月

分
)

長
 
 
 
 
等

0
0

0
0

0
0

給
　

与
　

費
　

明
　

細
　

書

給
　

　
　

　
　

　
　

与
　

　
　

　
　

 
 
　

費

区
 
　

　
 
 
 
 
分

補
正

後

長
 
 
 
 
等

2
1
8
,
6
6
0

2
7
,
3
3
8

4
,
9
0
4

3
2
,
2
4
2

議
 
 
 
 
員

1
6

6
7
,
5
4
8

9
0
,
5
3
6

1
7
,
2
8
3

1
0
7
,
8
1
9

1
1
3
,
5
4
4

計
2
,
1
9
4

1
6
1
,
6
8
3

2
6
,
0
4
0

3
5
,
0
9
8

5
,
5
3
5

2
2
8
,
3
5
6

2
5
,
2
4
9

2
5
3
,
6
0
5

そ
の

他
の

特
別

職
2
,
1
7
6

9
4
,
1
3
5

7
,
3
8
0

5
,
5
3
5

1
1
0
,
4
8
2

3
,
0
6
2

補
正

前

長
 
 
 
 
等

2
1
8
,
6
6
0

2
7
,
3
3
8

そ
の

他
の

特
別

職
2
,
0
6
1

9
2
,
4
5
4

7
,
3
8
0

1
0
8
,
8
0
1

5
,
5
3
5

2
2
6
,
6
7
5

4
,
9
0
4

3
2
,
2
4
2

議
 
 
 
 
員

1
6

6
7
,
5
4
8

9
0
,
5
3
6

1
7
,
2
8
3

1
0
7
,
8
1
9

1
,
6
8
1

3
,
0
6
2

1
1
1
,
8
6
3

計
2
,
0
7
9

1
6
0
,
0
0
2

2
6
,
0
4
0

3
5
,
0
9
8

5
,
5
3
5

2
5
,
2
4
9

2
5
1
,
9
2
4

0

0

0
0

0

0
1
,
6
8
1

計
1
1
5

1
,
6
8
1

0
0

そ
の

他
の

特
別

職
1
1
5

1
,
6
8
1

0
0

1
,
6
8
1

0
1
,
6
8
1

比
 
 
較

議
 
 
 
 
員

0
0

0
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２
 　

一
般

職

（
１
）

総
括

職
員
数

共
 
 
済
 
 
費

合
 
 
 
 
 
計

　
  

(人
)

報
酬
（
千
円
）

給
料

（
千

円
）

職
員

手
当

(
千

円
)
　

計
（

千
円

）
　
　
（
千
円
）

　
　
（
千
円
）

(3
65

)

29
9

35
7,

73
4

1,
20
8,
62
6

90
1,
87
1

2,
46
8,
23
1

4
1
5
,
3
0
4

2
,
8
8
3
,
5
3
5

(3
50

)

29
9

35
6,

41
3

1,
20
8,
62
6

90
0,
87
1

2,
46
5,
91
0

4
1
5
,
3
0
4

2
,
8
8
1
,
2
1
4

(1
5) 0

1,
32

1
0

1,
00
0

2,
32
1

0
2
,
3
2
1

（
　

）
内

は
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
数

、
暫

定
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
数

及
び

パ
ー

ト
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

数
を

外
書

き
し

た
も

の

 扶
養
手
当

 住
居

手
当

 地
域

手
当

 通
勤

手
当

 
単
身
赴
任
手
当

 
特
殊
勤
務
手
当
 

 
特
地
勤
務
手
当

(千
円
)

(千
円

)
(千

円
)

(千
円

)
(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

補
 正

 後
24

,6
32

15
,7
42

60
3

16
,8
79

1
,
8
0
0

1
,
0
6
5

補
 正

 前
24

,6
32

15
,7
42

60
3

16
,8
79

1
,
8
0
0

1
,
0
6
5

職
員

手
当

比
  

較
0

0
0

0
0

0

の
 内

 訳
 時

間
外
勤
務

 管
理

職
手

当
 管

理
職

員
特

別
 期

末
勤

勉
手

当
 
退
職
手
当

 手
当
等
 (

千
円
)

(千
円

)
 勤

務
手
当
(千

円
)

(千
円

)
(
千
円
)

補
 正

 後
84

,9
23

34
,7
40

1,
75
2

52
5,
03
6

1
9
4
,
6
9
9

補
 正

 前
83

,9
23

34
,7
40

1,
75
2

52
5,
03
6

1
9
4
,
6
9
9

比
  

較
1,

00
0

0
0

0
0

区
  

分

区
  

分

区
  
分

給
  
  
  
  
  
  
  
与

  
  
  
  
  
  
  
費

備
 
 
 
 
 
考

補
 正

 後

補
 正

 前

比
  
較

-
 
4
3
 
-
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-
 
4
4
 
-

ア
 会

計
年

度
任

用
職
員
以
外
の
職
員

職
員
数

共
  
済

  
費

合
 
 
 
 
 
計

　
  

(人
)

給
料
（
千
円
）

職
員

手
当
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同意第２号 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を柳井市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎  

記 

秋 本 和 正 
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同意第３号 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を柳井市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎  

記 

高 杉 冨美江 
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同意第４号 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を柳井市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎  

記 

岩 政 博 敏 
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同意第５号 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を柳井市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎  

記 

小 原 秀 夫 
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同意第６号 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を柳井市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎 

記 

須 内 美 穂 
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同意第７号 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を柳井市固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和８年３月９日提出 

                            柳井市長  井 原 健太郎  

記 

市 木 光 夫 
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報告第１号 

   平郡航路有限会社の経営状況について 

 令和７年度平郡航路有限会社の決算に関する書類を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第２４３条の３第２項の規定により、報告する。 

  令和８年３月９日提出 

柳井市長  井 原 健太郎 
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第５０期(令和７年度）事業報告書 

 

平郡航路有限会社の第５０期（令和６年１０月１日から令和７年９月３０日まで）の経営状

況を次のとおり報告します。 

 

１ 決算状況及び期末剰余金の処理について 

第５０期における収益は、運航収益が６，６５９万６，９８６円、営業収益が２４４万８，

４３０円、特別収益が７，２２６万５，０２０円となり、合計額は１億４，１３１万４３６円

となりました。前期と比較すると、１５．６％の増収となっています。 

 これに対して費用は、運航費用が１億４，６３２万９，５４０円、営業費用が２，６１５万

５，５７５円となり、合計額は、１億７，２４８万５，１１５円となりました。前期と比較す

ると、２６．７％の増額となっています。 

その結果、収益から費用を差し引いた当期の純損失は、３，１１７万４，６７９円となりま

した。なお、国、県及び市からの離島航路補助金を除いた純損失額は、１億３４３万９，６９

９円となっています。 

期末剰余金の処理については、前期繰越欠損金４，０３６万５，１７５円に当期純損失を加

算した７，１５３万９，８５４円を次期繰越欠損金として計上しています。 

 

２ 主要収支の増減理由について 

運航収益については、旅客運賃収入が前期比２３６万２，７９０円の減収、手荷物運賃は３

万７６０円の減収、自動車航送運賃は２２６万９，６９０円の増収、貨物運賃は６４万７，５

１０円の減収となっています。 

また、雑収入については、新造船の建造を進めるに当たり「平郡～柳井航路改善計画」を策

定した際の国庫補助金が含まれていることから、３４６万９，９７５円の増額となり、運航収

益全体では、前期比２７６万２，８７５円の増額となっています。 

運航費用については、Ａ重油の年平均単価が４．７６円上昇したことにより、燃料潤滑油費

が前期比３１３万９，３０１円の増額、船員費は退職手当の支払いもあり、１，９６２万１１

９円の増額、船舶の老朽化により、船舶消耗品費は１６４万４，５１７円の増額、船舶修繕費

は６３７万７，１７３円の増額、運航費用全体で３，０４２万１，１５６円の増額となってい

ます。 

また、営業費用については、「平郡～柳井航路改善計画」の策定委託料の支払いがあり、店

費が５７０万２，５９１円の増額、営業費用全体で６８０万３，６５４円の増額となっていま

す。 
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単位：円

科　　　目

【流動資産】 [ ] [ ]

現　金 短期借入金

普通預金 未払金

未収入金 預り金

棚卸資産

仮払金 [ ]

前払費用

【固定資産】 [ ]

（ ）

構造物

車両運搬具

備　品 [ ]

船舶備品 資本金

船　舶 　　　　（利益剰余金） （ ）

（ ）

長期前払費用

貸 借 対 照 表

平郡航路有限会社 令和7年9月30日現在

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

科　　　目 金　　額 金　　額

40,181,498 【流動負債】 90,789,841

37,480 85,000,000

30,219,023 4,819,082

2,321,236 970,759

1,326,839

6,200 【固定負債】 7,419,101

4,045,442 特別修繕準備金 7,419,101

未収還付消費税等 2,225,278 負　債　合　計 98,208,942

2,987,590

（有形固定資産） 2,951,580

1,811,241 純　資　産　の　部

4

2 【株主資本】 -55,039,854

1,140,332 16,500,000

1 -71,539,854

（投資その他の資産） 36,010 　　　　　その他利益剰余金 -71,539,854

資　産　合　計 43,169,088 負債・純資産合計 43,169,088

36,010 　　　　　繰越利益剰余金 -71,539,854

純　資　産　合　計 -55,039,854
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自　令和6年10月 1日

至　令和7年 9月30日

単位：円

費 用 収 益

金 額 金 額

【運航費用】 【運航収益】

【営業収益】

　　船舶消耗品費

　　船舶修繕費

　　船舶備品費

【特別収益】

【営業費用】

　　賃借用船料

　　航路附属施設費

　　店  費

　　輸送援助費

　　税引前当期純利益金額

合 計 合 計

　　当期純利益

1,042,112

-31,174,679

19,494,265

1,100,000

141,310,436141,310,436

-31,174,679

　　船費雑費

322,860

　　船舶保険料

1,082,197

2,138,916

72,265,020

　　航路補助金 70,793,172

　　輸送補助金

2,380,282

1,471,84826,155,575

2,448,430

3,360,234 　　受取利息 43,388

24,069,479 　　雑収入 2,405,042

　　雑収入 5,222,770

　　港 費 1,348,353

　　養缶水費 184,176

　　運航費用雑費 132,573

　　船員費

4,616,630

　　燃料潤滑油費 41,090,671 　　郵便・信書便航送料 1,112,666

　　貨物費 1,849,148 　　貨物運賃

65,650,738

457,920

　　自動車航送費 3,710,359 　　自動車航送運賃 29,923,090

　　手荷物取扱費 45,792 　　手荷物運賃

　　旅客運賃　　旅客費

損　　益　　計　　算　　書

平郡航路有限会社

146,329,540 66,596,986

科　　  　目科　　  　目

3,482,960 25,263,910

67



対前期比較

　　単位：円

期 第50期（令和7年度） 第49期（令和6年度）
(令和6年10月 (令和5年10月 増　減

　　科　　目 ～令和7年9月) ～令和6年9月)
1
 A 運航収益 66,596,986 63,834,111 2,762,875 4.3%

1 旅客運賃 25,263,910 27,626,700 -2,362,790 -8.6%
2 手荷物運賃 457,920 488,680 -30,760 -6.3%
3 自動車航送運賃 29,923,090 27,653,400 2,269,690 8.2%
4 貨物運賃 4,616,630 5,264,140 -647,510 -12.3%
5 郵便・信書便航送料 1,112,666 1,048,396 64,270 6.1%
6 雑収入 5,222,770 1,752,795 3,469,975 198.0%

 B 営業収益 2,448,430 2,921 2,445,509 ―
1 受取利息 43,388 2,921 40,467 ―
2 雑収入 2,405,042 0 2,405,042 皆増

C 特別収益 72,265,020 58,413,789 13,851,231 23.7%
1 航路補助金 70,793,172 56,440,248 14,352,924 25.4%
2 輸送補助金 1,471,848 1,973,541 -501,693 -25.4%
3 前期損益修正益 0 30,152 -30,152 皆減

  収益計

2
 A 運航費用 146,329,540 115,908,384 30,421,156 26.2%

1 旅客費 3,482,960 3,584,268 -101,308 -2.8%
2 手荷物取扱費 45,792 48,868 -3,076 -6.3%
3 自動車航送取扱費 3,710,359 3,659,410 50,949 1.4%
4 貨物費 1,849,148 2,085,072 -235,924 -11.3%
5 燃料潤滑油費 41,090,671 37,951,370 3,139,301 8.3%
6 養缶水費 184,176 183,132 1,044 0.6%
7 港費 1,348,353 1,251,028 97,325 7.8%
8 運航費用雑費 132,573 126,515 6,058 4.8%
9 船員費 65,650,738 46,030,619 19,620,119 42.6%

10 船舶消耗品費 3,360,234 1,715,717 1,644,517 95.9%
11 船舶修繕費 24,069,479 17,692,306 6,377,173 36.0%
12 船費雑費 1,082,197 1,215,800 -133,603 -11.0%
13 船舶備品費 322,860 364,279 -41,419 -11.4%

 B 営業費用 26,155,575 19,351,921 6,803,654 35.2%
1 船舶保険料 2,380,282 2,249,673 130,609 5.8%
2 船舶税金 0 0 0 増減なし
3 消費税 0 0 0 増減なし
4 船舶利子 0 0 0 増減なし
5 船舶減価償却費 0 0 0 増減なし
6 航路附属施設減価償却 0 0 0 増減なし
7 賃借用船料 1,100,000 800,000 300,000 37.5%
8 航路附属施設費 1,042,112 1,038,726 3,386 0.3%
9 店費 19,494,265 13,791,674 5,702,591 41.3%

10 輸送援助費 2,138,916 1,471,848 667,068 45.3%

C 特別損失
1 前期損益修正損 0 841,747 -841,747 皆減

  費用計

　収　　益

　費　　用

　収　益　計 141,310,436

―

172,485,115 26.7%　費　用　計

　差引当期純利益

自  令和6年10月　1日
　至　令和7年 9月 30日

増減率

15.6%122,280,973

-17,353,6003

19,029,463

136,102,052 36,383,063

-31,174,679 -13,821,079
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